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【 請 求 項 １ 】

生 装 置 に 条 件 付 ラ イ セ ン ス を 配 信 す る こ と が 可 能 な ラ イ セ ン ス サ ー バ と ，
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 を 満 た す か 否 か を 判 断 す る こ と が 可 能 な 再 生 装 置 に
設 け ら れ た セ キ ュ ア プ ロ セ ッ サ と ，
　 と を 具 備 す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 が ， 日 ， ま た は 時 間 に 対 応 す る も の で あ る 請 求 項
記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス が ， セ キ ュ ア 記 憶 域 に 保 持 さ れ て い る デ ー タ 構 造 を 有 す る も の で
あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス が ， 記 憶 域 に 保 持 さ れ て い る デ ー タ 構 造 を 有 し ， 該 デ ー タ 構 造 は
デ ジ タ ル 署 名 ま た は セ キ ュ ア ハ ッ シ ュ に よ り セ キ ュ ア に 保 た れ る も の で あ る 請 求 項 記 載
の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス が ， コ ン テ ン ツ に 対 す る 新 規 権 限 の 記 述 を 含 み ，
　 前 記 再 生 装 置 が ， 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 に 応 じ て 前 記 新 規 権 限 を 行 使 す る
こ と が 可 能 な も の で あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 が ， 前 記 再 生 装 置 が 利 用 可 能 な コ ン テ ン ツ の 状 態 に 対 応 す る も の で あ る 請
求 項 記 載 の シ ス テ ム 。

　 再
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５



【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 ラ イ セ ン ス サ ー バ が ， 前 記 再 生 装 置 が 現 在 利 用 可 能 な コ ン テ ン ツ の 状 態 に 関 す る 情
報 を 取 得 可 能 で あ り ，
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 が ， 実 質 的 に 前 記 ラ イ セ ン ス サ ー バ に よ っ て 判 定 さ
れ る も の で あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 が ， 前 記 再 生 装 置 に お い て 実 質 的 に 局 所 的 に 判 断 さ
れ る も の で あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 が ， 前 記 再 生 装 置 に 対 し て 実 質 的 に は 遠 隔 的 に 判 断
さ れ る も の で あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 再 生 装 置 が 現 在 利 用 可 能 な コ ン テ ン ツ の 状 態 が ， ゲ ー ム ス コ ア ， プ レ ー 時 間 ， そ れ
ら の 最 小 値 あ る い は 最 大 値 ， そ れ ら に 応 じ て 判 断 さ れ る 統 計 値 ， の う ち の 少 な く と も 一 つ
を 含 む も の で あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 再 生 装 置 が 現 在 利 用 可 能 な コ ン テ ン ツ の 状 態 が ， 複 数 の 再 生 装 置 に 応 じ て 判 断 さ れ
る 値 ， そ れ ら の 最 小 値 あ る い は 最 大 値 ， そ れ ら に 応 じ て 判 断 さ れ る 統 計 値 ， の う ち の 少 な
く と も 一 つ を 含 む も の で あ る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る 条 件 が ， 実 行 又 は 解 釈 さ れ る こ と が 可 能 な 一 連 の 命 令 に
よ っ て 記 述 又 は 指 定 さ れ る デ ー タ 構 造 よ っ て 表 さ れ て な る 請 求 項 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 命 令 が ， 前 記 ラ イ セ ン ス サ ー バ に よ り 実 行 又 は 解 釈 可 能 な も の で あ る 請 求 項 記
載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 前 記 命 令 が ， 前 記 セ キ ュ ア プ ロ セ ッ サ に よ り 実 行 又 は 解 釈 可 能 な も の で あ る 請 求 項
記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】

【 請 求 項 １ ９ 】

【 請 求 項 ２ ０ 】
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６

　 前 記 ラ イ セ ン ス サ ー バ が ， 前 記 再 生 装 置 が 現 在 利 用 可 能 な コ ン テ ン ツ の 状 態 に 関 す る 情
報 を 取 得 可 能 で あ り ，
　 前 記 新 規 権 限 が ， 実 質 的 に 前 記 ラ イ セ ン ス サ ー バ に よ っ て 判 定 さ れ る も の で あ る 請 求 項
６ 記 載 の シ ス テ ム 。

６

　 前 記 新 規 権 限 が ， 前 記 再 生 装 置 に お い て 実 質 的 に 局 所 的 に 判 断 さ れ る も の で あ る 請 求 項
６ 記 載 の シ ス テ ム 。

６

　 前 記 新 規 権 限 が ， 前 記 再 生 装 置 に 対 し て 実 質 的 に は 遠 隔 的 に 判 断 さ れ る も の で あ る 請 求
項 ６ 記 載 の シ ス テ ム 。

６

６

６

１ ５

１ ５

　 前 記 再 生 装 置 に コ ン テ ン ツ を 配 信 す る こ と が 可 能 な コ ン テ ン ツ サ ー バ を さ ら に 含 む 請 求
項 １ ～ １ ７ い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス が ， コ ン テ ン ツ に 対 す る 新 規 権 限 の 記 述 を 含 み ，
　 前 記 コ ン テ ン ツ サ ー バ が ， 前 記 新 規 権 限 に 応 じ て 前 記 コ ン テ ン ツ を 配 信 す る こ と が 可 能
な も の で あ る 請 求 項 １ ８ 記 載 の シ ス テ ム 。

　 前 記 再 生 装 置 に 設 け ら れ た 前 記 セ キ ュ ア プ ロ セ ッ サ は ， 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 す る
条 件 が 満 た さ れ る か を 静 的 お よ び 動 的 ル ー ル を 組 み 合 わ せ て 判 断 す る こ と が 可 能 で あ る 請
求 項 １ ８ 記 載 の シ ス テ ム 。



【 請 求 項 ２ １ 】

【 請 求 項 ２ ２ 】
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　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス は 新 規 コ ン テ ン ツ に 対 す る 権 限 の 記 載 を 含 み ， 前 記 コ ン テ ン ツ サ
ー バ は 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 連 す る 条 件 に 応 じ て 新 規 コ ン テ ン ツ を 配 信 す る こ と が 可
能 で あ る 請 求 項 １ ８ ま た は １ ９ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。

　 前 記 条 件 付 ラ イ セ ン ス に 関 連 す る 条 件 は ， 前 記 再 生 装 置 が 現 在 利 用 可 能 な コ ン テ ン ツ の
状 態 に 対 応 す る も の で あ る 請 求 項 １ ８ あ る い は １ ９ 記 載 の シ ス テ ム 。
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